
別紙１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年９月１日
コンベンション調書
	コンベンション名称
	第10回日本観光企画学会

	開催期日
	令和８年10月１日（木） ～ 令和８年10月３日（土）

	会場
	会場名：朱鷺メッセ　新潟コンベンションセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	主催者
	名称：○○○○○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所：〒***-****　○○○○○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者：観光　太郎　　　　　　　　　TEL：***-***-****　　　　　　　　　　　　　　

	事務局
	名称：○○○○○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所：〒***-****　○○○○○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者：企画　花子  　　　　　　　　TEL：***-***-****　　　　　　　　　　　　　　　

	開催趣意
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

	参加範囲
	1　国　際　　2　全  国　　3　その他（　　　　　　　　　　　　   ）

	分類
	1 国際会議・学会 2 企業ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 3 大会・会議 4 競技会・ｺﾝｸｰﾙ 
5 その他（　　　　　 ）

	補助対象区分
	1　通常補助（第3条第1項）　　　2 　国際会議誘致特別補助（第3条第2項）

	参加(予定)者数
· 商談型見本市に
あっては、登録来場
(予定)者数
	総参加者数（登録来場者数）：   　　　　　700　人   
うち県内者数：　　　　　　　　　　　250　人

うち県外者数： 　　 　　　　　　 　 400　人(国外参加者を除く)

うち国外者(渡航者)数：       　　    50　人(５　ヶ国)

	産業見本市の
展示面積及び出展数
	総展示面積(展示面積×日数(半日は0.5日))：　　　　　　　　　　　㎡

出展(予定)数   　 　  小間(うち県内 　   、県外　    、国外 　   ）

	延べ宿泊者数
	　　　　　　　1,100 人　主な宿泊地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	開催経費
	総経費(千円)：6,500　　　うち県内企業への発注額(千円)：6,000　　　　　　

県内企業への発注内容：会場設営、配信関係、懇親会、事務委託、印刷製本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	ユニークベニュー(*)の活用
	１　有 【内容】会議 ・懇親会等 ・ その他（具体的に記載：　　　　　　　　　）
【会場】旧小澤家住宅
【ﾕﾆｰｸﾍﾞﾆｭｰにおいて伝統芸能ｱﾄﾗｸｼｮﾝの活用がある場合、その内容】
　　　　新潟古町芸妓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　無
(*)歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場 (ｴｸｽｶｰｼｮﾝでの立ち寄りは含まない)

	広報計画
	１　有【手段】HP ・ 会報誌 ・ ポスター/チラシ ・ SNS ・ 新聞 ・ ラジオ ・
その他（具体的に記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　無

	エクスカーション
	１　有【実施日】令和７年10月４日
　　　【内容・目的地・行程等（具体的に記載）※別紙可】
　　　　・技術系企業視察コース　　目的地：○○火力発電所、○○工場、○○大学
　　　　　　・世界文化遺産史跡見学コース　　目的地：佐渡金山、北沢浮遊選鉱場跡
２　無

	懇親会等
	１　有【実施日数】　２日　【会場】ホテル○○、○○ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　無

	県民参加の催事
	１　有【内容】一般公開講座、地元高校生の招待　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　無

	県内産業技術への 
波及・貢献
	１　有【内容】県内企業による企業展示、テクニカルビジット（○○工場）
２　無

	学術要件の確認
（「大会会議」のうち「学術」に当たる場合、いずれかに○）
	１　主催者が日本学術会議の研究協力団体となっている「学会」が学術集会、研究大会等を開催するもの。
２　主催者が大学、研究機関、又はそれらに所属する研究者が中心となって組織される団体であり、その研究内容に関し、研究者間で討論・意見交換等を行うために開催するもの。
３　主催する団体の目的又は事業に「研究」が位置付けられており、その研究内容に関し、大学又は研究機関等の研究者を交え、討論・意見交換等を行うために開催するもの。
チェック項目

１の場合
２の場合
３の場合
①主催する団体の規約（定款・寄付行為等において、「研究」が団体の目的あるいは実施事業に位置付けられていること。

-
要
要
②主催する団体の主要な構成員（役員等）の半数以上を大学、研究機関に所属する研究者が占めていること。
-
要
-
③一般参加者として、大学、研究機関等の研究者が参加していること。
-
-
要
④講演会のみではなく、分科会等、参加者が討論、意見交換する場が設けられていること。
要
要
要
※上記１～３に該当しない場合は、交付要綱上の「学術」に当たらないものとし、参加者要件は、「国外県外からの参加者が500人以上」となるため留意すること。

	開催実績
	前　回：令和７年９月25日　～９月27日【開催地：金沢市　　　　　　 　 】 
総参加者数   　690　人 うち県外者数  　370　人 うち国外者数    55　人

前々回：令和６年９月24日　～９月26日【開催地：広島市　　　　　　 　 】 
総参加者数   　655　人 うち県外者数  　390　人 うち国外者数    45　人

	備考
	


※大会日程がわかる資料(プログラム等)を添付すること
（以下の項目は、別記第３号様式（交付申請書兼実績報告書）に添付する際に記載すること）

■新潟県コンベンション開催費補助金交付要綱に規定する消費税等仕入控除税額の発生の有無を確認するため、主催者について、以下の区分のいずれに該当するか選択すること。

	区分
	記載欄

(該当するものに印をつけること)
	消費税等仕入控除税額発生の有無

	(1)消費税法における納税義務者とならない者（※１）
	
	無し

	(2)免税事業者（※２）
	
	無し

	(3)課税事業者


	①簡易課税制度の適用を受ける者（※３）
	
	無し

	
	②公益法人等（※４）で特定収入割合

（※５）が５％を超える者
	
	無し

	
	③上記以外の者
	
	有り


※１　消費税法における納税義務者とならない者

　　　国内において、対価を得る資産の譲渡、貸付及び役務の提供等課税の対象となる取引を行っていない者

※２　免税事業者

　　　課税期間に係る基準期間（個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が１年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度）の課税売上高が１千万円以下となり、納税義務が免除される者
※３　簡易課税制度の適用を受ける者
　　　課税期間に係る基準期間の課税売上高が5千万円以下であり、かつ、「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している者
※４　公益法人等（消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等）

　　　一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、国立大学法人等

※５　特定収入割合

　　　特定収入（補助金、負担金、出資金等）の合計／（税抜課税売上高＋免税売上高＋非課税売上高＋国外売上高＋特定収入）
■上記表(3)③に該当する場合は、別紙３（収支精算書）で精算額を報告するに当たり、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）を除外して提出することができるものとする。

消費税等込・消費税等抜のいずれで報告するかを選択し、印をつけること。

消費税等込　　　・　　　消費税等抜

補助指定申請時は、詳細未定の場合でも、過去大会等を参考に「予定」を記載してください。





記載例





会期を通して参加される人数（実人数）を記載してください。日帰りの参加等は計上できません。





収支書と突合させてください。





補助指定申請時は、広報計画予定の媒体を選択してください。





行程表等の別紙添付でも可能です。





【例】10/1ウェルカムレセプション　10/2交流会　→実施日数２日





【例】一般公開講座、地元高校生の招待など





【例】県内企業による企業展示、テクニカルビジットなど





●１～３に該当しない場合は、「学術」に当たらないため、参加者要件は「国外県外からの参加者が500人以上」となるため、留意すること。





●左記チェック項目の確認のため、根拠資料の提出を求める場合があります。





１～３の選択に当たっては、下記チェック事項を御確認ください。





交付申請・実績報告時に記載してください。
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